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バングラデシュ輸出加工区庁（BEPZA）によると、バングラデシュ輸出加工区（EPZ）における最低賃金法が２１年ぶり

に改定され、２０１０年１１月１日より施行されました。新しい最低賃金は以下の通りです。 

尚、最低賃金の実態は、法律で定める基準より高くなっていることにご注意下さい。ダッカ輸出加工区ではグレード１

（見習いレベル）で約５０US＄が水準とされているようです。 

                                                                               （ 数字は月給、US$１＝約７０タカ ） 

 

【縫製業・靴及び関連部品製造業・革製品製造業・刺繍業・修理業・プラスチック製造業・玩具製造業・ 

帽子製造業及び関連産業】  

グレード グレード名称 旧最低賃金（１９８９年） 新最低賃金（２０１０年１１月） 

１ Apprentice(Trainee) １，４００タカ US＄２０ ２，７００タカ US＄３９ 

２ Helper ２，１００タカ US＄３０ ３，３５０タカ US＄４８ 

３ Junior Operator ２，４５０タカ US＄３５ ３，８５５タカ US＄５５ 

４ Operator ３，１５０タカ US＄４５ ４，２６３タカ US＄６１ 

５ Senior Operator ３，５００タカ US＄５０ ４，７２０タカ US＄６７ 

６ High Skilled ４，０６０タカ US＄５８ ７，６００タカ US＄１０９ 

 

 

【電器製品製造業・ソフトウェア業・レンズ及びガラス製造業・金属加工業・自動車及び自動車部品製造業・ 

重工業・化粧品製造業・船舶・ゴルフシャフト製造業・釣具製造業及び関連産業】  

グレード グレード名称 旧最低賃金（１９８９年） 新最低賃金（２０１０年１１月） 

１ Apprentice(Trainee) １，５４０タカ US＄２２ ２，８４０タカ US＄４１ 

２ Junior Operator ２，６６０タカ US＄３８ ４，０６５タカ US＄５８ 

３ Operator ３，５００タカ US＄５０ ４，６１３タカ US＄６６ 

４ Senior Operator ４，２００タカ US＄６０ ５，４２０タカ US＄７７ 

 

 

【繊維産業・化学産業・染物業・石油産業・農業製品製造業・家具製造業・木造製品製造業及び関連産業】  

グレード グレード名称 旧最低賃金（１９８９年） 新最低賃金（２０１０年１１月） 

１ Apprentice(Trainee) １，４００タカ US＄２０ ２，７００タカ US＄３９ 

２ Un-Skilled Worker ２，４５０タカ US＄３５ ３，７００タカ US＄５３ 

３ Semi－Skilled ２，８００タカ US＄４０ ４，２０５タカ US＄６０ 

４ Skilled－Grade－２ ３，１５０タカ US＄４５ ４，６１３タカ US＄６６ 

５ High Skilled ４，０６０タカ US＄５８ ７，６００タカ US＄１０９ 

 

                                         


